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令和５年２月２７日 

世 田 谷 保 健 所 

子 ど も ・ 若 者 部 

 

 

令和５年度出産・子育て応援事業に係る応援ギフト支給内容について 

 

 

１ 主旨  

  妊産婦等への伴走型相談支援と組み合わせて、妊娠時・出産時に計10万円の経済的支援を実

施する「出産・子育て応援事業の実施について」については、令和４年12月20日開催の福祉保

健常任委員会において報告し、令和５年度以降の対象者へ支給する応援ギフトの内容について

は、東京都事業ギフトを支給する方向で別途調整することとしていた。 

令和５年２月10日開催の東京都説明会「国の出産・子育て応援交付金に係る都の対応等につ

いて」において、国が推奨する広域連携事業として「東京都出産応援事業」のスキームを活用し

た事業を実施する旨の説明があった。 

区では、今回の東京都の事業実施を受け、令和５年度の経済的支援として東京都事業と連携し

た区の対応について報告する。 

 

 

２ 東京都事業の概要（抜粋） 

 〇 国の「出産・子育て応援交付金」を活用して、「東京都出産・子育て応援事業」の広域連携

による経済的支援を実施し、子育て支援の充実を図る。 

〇 出生後に10万円相当のカタログギフトを支給する「東京都出産応援事業（令和４年度まで

の実施）」を「東京都出産・子育て応援事業（令和５年度から実施）」として再構築する。 

〇 再構築に伴い「東京都出産応援事業」の10万円相当について、出産後の経済的支援（子育

て応援ギフト）として５万円相当を追加、１歳前後（または２歳前後）の子育て家庭への経

済的支援（バースデーサポート）として５万円相当の追加補助を予定している。 

 

 

３ 区の対応 

  令和５年度以降に出産した子どもを養育する家庭に対して、出産後の経済的支援（子育

て応援ギフト）として、区の５万円相当と都の５万円相当を合わせて、計 10 万円相当の

ギフトカード等（※）を支給する。 

  ※ 子育て関連用品等に使用できるギフトカードを予定  
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【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）「東京都出産・子育て応援事業」と「とうきょうママパパ応援事業」の全体像 

    東京都事業の再構築に伴い、出産等のタイミングによって支給相当額に変更はあるもの

の、全体として２２万円相当の支援を継続する旨の説明があった。 

 

【ギフトカード等】 

【ギフトカード等】 
万円相当 10 

【変更箇所】 

区の５万円相当と都の５万円相当を合わせて、計 10 万円相当のギフトカード等を支給 
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４ 周知について 

  上記３（参考）に記載のとおり、全体として支給相当額に変更は無いが、出産等のタイ

ミングによって、その時点で支給される相当額に変更が生じることから、区ホームページ

やＳＮＳ等のほか、面談などの機会を捉えて丁寧に周知していく。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年２月下旬 令和４年度遡及対象者より出産・子育て応援ギフト申請案内を順次発送 

     ３月   令和４年度対象者へ出産・子育て応援ギフトの支給開始 

          令和５年度子育て応援ギフトの変更（５万円相当⇒10万円相当）について周知 

     ４月以降 令和５年度出産・子育て応援ギフト申請案内を順次発送 


